
 

日本学術会議における 

活動の手引き 

―第 2４期会員及び連携会員の皆様へ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 2９年 9月 

 



１ 
 

日本学術会議の沿革 

 

 

 

 

年月 主な出来事 

昭和 23年７月 
12月 

  
昭和 24年１月 
  
  
昭和 31年４月 
昭和 45年７月 
  
昭和 59年５月 
  
平成 13年１月 
平成 17年４月 
   
    10月 

日本学術会議法公布 

日本学術会議法に基づく第１回選挙施行、12月20日に当選人確定 

 ※会員選出方法は公選制 

内閣総理大臣の所轄の下に日本学術会議設立（第１回総会） 

 ※これにより、旧学術三団体のうち、学術研究会議は廃止、 

  日本学士院は日本学術会議に含まれる栄誉機関となる 

日本学士院が文部省に移管され、日本学術会議から独立 

現庁舎に移転 

 ※それまでは日本学士院の庁舎を使用 

日本学術会議法の一部を改正する法律施行 

 →会員選出方法を学協会を基盤とする推薦制へ変更 

中央省庁等改革基本法施行に伴い、総務大臣の所轄へ 

日本学術会議法の一部を改正する法律の一部施行に伴い、再び内閣

総理大臣の所轄へ 

日本学術会議法の一部を改正する法律施行 

 →会員選出方法を現会員による選出へ変更 
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政府・社会に対する
提言等

科学者間ネットワーク
の構築

●地区会議を組織し、地域に応じ
た活動を実施

●学術研究団体と協力関係の構築

国際的な活動
●各国アカデミーとの交流
●国際学術団体への貢献
●国際会議・シンポジウムの開催

科学リテラシーの
普及・啓発

●学術フォーラムの開催
●サイエンスカフェの企画・実施

●政府からの諮問に応じ答申、回答
●科学者としての見解を政府や社会に対
し提示（勧告、要望、声明、提言、報
告など）

１．日本学術会議とは？ 
 
日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、

科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映、浸透
させることを目的として、昭和 24年（1949年）１月に設立されま
した。 
内閣総理大臣の所轄の下、政府から独立して職務を行う内閣府の

「特別の機関」であり、全国約85万人※の科学者の代表として選出
された 210名の会員と約 2000名の連携会員により、組織されてい
ます。 

※出典：平成 28 年度総務省科学技術調査 

 
●科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること 
●科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること 
 
  の２つを職務として、以下のような活動を行っています（それぞれ
の活動の詳細については、p16以降参照）。 
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２．会員や連携会員の位置付け、役割 

会員と連携会員は、ともに、優れた研究又は業績がある科学者の
中から選考されます。 
会員は日本学術会議の活動の中核を担い、連携会員は会員と連携

して、審議活動、国際活動などの活動に参画します。  
会員は特別職の国家公務員、連携会員は一般職の国家公務員にそ

れぞれ該当し（ともに非常勤）、会議への出席などの活動について、
原則として、国家公務員関係の法令に基づき、手当（給与に相当）
や旅費が支払われます※。なお、会議出席に係る手当等の支給につ
いて、同日に複数の会議が開催された場合は、出席一日単位での支
給となります。 
※ 支給の対象とならない場合もあるため、具体的にはそれぞれの活動に係る説明
の箇所をご参照ください。なお、常勤の公務員及び行政執行法人の職員については、
原則として手当は支給されません。 

  
会員や連携会員の役割、任期、再任等の詳細については、次のペ

ージの表を参照してください。 
 
日本学術会議の肩書の利用について 
 日本学術会議の会員や連携会員の皆様の多くは、大学等の研
究・教育機関、政府関係機関、企業などでご活躍されています。
会員や連携会員が学術的意見を公表するなど、社会的な活動を
される際は、ぜひ「日本学術会議会員（Council Member of 
Science Council of Japan）」又は「日本学術会議連携会員
（Member of Science Council of Japan）」の肩書を積極的に
利用していただきますようお願いいたします。 
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日本学術会議栄誉会員について 
第 21 期に新たな制度が創設され、次のいずれかに該当する科学者（現に日本

学術会議会員又は連携会員である者を除く。）に対して「日本学術会議栄誉会員」
の称号を授与することができることとなりました。 

 
●日本学術会議の活動に多大な寄与をなし、日本の学術の発展に著しい貢献
をした科学者 

●ノーベル賞その他の学術的栄誉を受けるなど卓越した研究若しくは業績が
ある科学者 

●日本の科学者コミュニティの国際的発展に著しい貢献をした科学者 
 

 これまでに、以下の 11名の科学者に授与されています。    
赤崎  勇（名城大学教授（終身）、名古屋大学特別教授・名誉教授） 
江崎玲於奈（横浜薬科大学長、筑波大学名誉教授） 

   小林  誠 (名古屋大学特別教授、高エネルギー加速器研究機構特別栄誉
教授、独立行政法人日本学術振興会学術顧問） 

小柴 昌俊（東京大学特別栄誉教授） 
   李  遠哲（国際科学会議(ICSU)前会長、日本学士院客員、名古屋大学高

（Yuan Tseh Lee）等研究院名誉院長）    
益川 敏英（名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構長・特別教授、京都大学

名誉教授、京都産業大学益川塾塾頭） 
南部陽一郎（シカゴ大学名誉教授、大阪市立大学特別栄誉教授） 
※平成 27年 7月御逝去 

   根岸 英一（パデュー大学特別教授、独立行政法人科学技術振興機構総括
研究主監） 

   鈴木  章（北海道大学名誉教授） 
   利根川 進（マサチューセッツ工科大学教授、理化学研究所脳科学総合研

究センターセンター長） 
吉川 弘之（国立研究開発法人科学技術振興機構特別顧問、東京大学名誉

教授） 
 
（平成29年4月現在） 
 

  栄誉会員は、会員や連携会員とは異なり、日本学術会議を構成するものでは
ありませんが、日本学術会議の求めに応じてその活動に協力することができる
とされています（日本学術会議会則第 35条第 1項）。この協力の具体的な例と
して、委員会等の審議に継続して関わっていただくことが必要な場合について
は、「特別委員」と称してご協力をいただくこととしています。 
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日本学術会議アドバイザー等について 
１．日本学術会議アドバイザーについて 
第 21 期に、日本学術会議の助言を行う者として、日本学術会議アドバイザー

を置くことができることになりました。 
 

２．日本学術会議外国人アドバイザーについて 
 第 23 期に、日本学術会議の審議に協力する者として、日本学術会議外国人ア
ドバイザーを置くことができるようになりました。 
 
３．任期等 
 日本学術会議アドバイザー、日本学術会議外国人アドバイザーの任期は、いず
れも委嘱をした期の期末を超えないこととされています。また、国際会議等への
代表派遣を目的とする外国人アドバイザーの任期は、必要最小限の短期間に限定
することとしています。 
 
 
（参考）第 23期に委嘱された方 

  
＜日本学術会議アドバイザー＞ 
 小林 良彰（第 22期日本学術会議副会長、第 23期－24期連携会員） 
 家  康弘（第 22期日本学術会議副会長、第 23期－24期連携会員） 
 春日 文子（第 22期日本学術科技副会長、第 23期－24期連携会員） 
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３．日本学術会議の組織 

 日本学術会議の組織は、全体として以下のような構成になってい
ます。 

 
 
（１）会長、副会長 
  会長は、会務を総理し日本学術会議を代表する存在であり、総会
において、会員の互選によって選出されます。３名の副会長は会長
を補佐する存在であり、会員のうちから、総会の同意を得て会長が
指名します。 
ともに任期は３年で、再任されることができます。 
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（２）総会  
位置付け 日本学術会議の最高議決機関であり、会員（210名）が出

席します。 
開催頻度 
招集者 

原則として、毎年４月及び 10 月に会長が招集します。ま
た、臨時総会が招集されることもあります。 
総会は、会員の 2分の１以上の出席がなければ成立しませ
ん。 

その他 総会への出席に関しては、手当や旅費が支給されます。 
 
（３）部、部会 

位置付け 第１部（人文・社会科学）、第２部（生命科学）、第３部（理
学・工学）が置かれ、各分野に関する事項をつかさどりま
す。 

構成 会員は、第１部～第３部のいずれかに所属します。 
各部には、部長１名（互選により選出）及び副部長１名、
幹事２名（ともに部長による指名）が置かれます。 

開催頻度 
招集者 

部会は、部長の招集により開催されます。夏（７月～８月）
の夏季部会の他、４月、10月の総会時に開催されるのが通
例になっています。 
部会は、所属する会員の 2分の１以上の出席がなければ成
立しません。 

その他 部会への出席に関しては、手当や旅費が支給されます。 

 
（４）幹事会  

位置付け 日本学術会議の運営に関する事項の審議機関です。 
幹事会には、総会の多くの権限が委任されており、 
・委員会等の設置と委員の決定 
・提言等の意思の表出の審査及び決定 
・シンポジウム等の開催や後援名義使用の承認 
・国際学術団体への加入・脱退や共同主催国際会議、国際
会議等への代表派遣の決定 
・協力学術研究団体への称号付与の承認 
等、日本学術会議の活動に関する様々な事項が取り扱われ
ます。 
幹事会の審議内容は、開催される毎にメールニュース「幹 
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事会だより」として会員や連携会員に伝えられます。 
構成 
 

会長、副会長、各部の部長、副部長及び幹事（計１６名）
により構成されます。 
※（参考）幹事会への議案提案者 
会長、副会長、各部の部長、常置及び臨時の委員会の委員長。 
会員５名以上による提案も可。 

※幹事会への議案の提出は、原則として幹事会開催の 14 日前まで
となっています。 

開催頻度 原則として毎月１回、会長が招集します。 
招集者 幹事会は、構成員の 2分の１以上が出席し、かつ各部から

1人以上の出席がなければ成立しません。 
その他 幹事会への出席については、手当や旅費が支給されます。 
幹事会には、その任務の遂行上必要に応じ、幹事会附置委員会を

置くことができます。 
【第 23期の幹事会附置委員会の例】 
●移転検討委員会 
日本学術会議の移転に関する事項を審議。 

●外部評価対応委員会 
 外部評価実施規定第２条 1 項の規定に基づき、有識者による外部
評価の実施に係る事項について審議。 
●広報委員会 
学術会議全体としての広報に関する事項について審議。 

 
（５）委員会 
  日本学術会議には、常置又は臨時の委員会が置かれます。委員会
は、会員と連携会員で構成し、あらかじめ運営要綱に定められた特
定の事項について調査審議を行い、提言等を表出します。 
委員会には、委員長 1名（互選により選出）及び副委員長1名、

幹事 2名（ともに委員長による指名）が置かれます。 
委員会への出席については、手当や旅費が支給されます。 
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①機能別委員会（常置の委員会） 
日本学術会議の組織運営に関する審議を行うものとして、以下

の４つが設置されています。 
●選考委員会:  

会員及び連携会員の選考について審議  
●科学者委員会: 

科学者コミュニティ内の様々な問題を審議  
●科学と社会委員会: 

社会に向けて発言すべき問題を審議  
●国際委員会: 

国際活動の調整及び国際的対応について審議 
 
②分野別委員会（常置の委員会） 
人文・社会科学、生命科学、理学・工学のすべての領域を30の

学術分野に分割し、それぞれの分野の様々な問題を審議します。
会員・連携会員の主たる活動の場であり、ほとんどの会員・連携
会員が、分野別委員会又は分科会に所属しています。 
 
③課題別委員会（臨時の委員会） 
社会が抱えるその時々の課題のうち、特に重要な課題について

分野横断的な委員構成で審議するために時限設置されるもので、
科学者コミュニティを集約した適切な意見を時宜に応じて提言
します。 
課題別委員会の設置については、提案者（会長、副会長、部長、

常置又は臨時の委員会の委員長又は 5 名以上の会員）が所定の
「設置提案書」を作成し、幹事会に諮った上で決定します。 

 
【23期に設置した課題別委員会の例】 

 ●東日本大震災に係る学術調査検討委員会 
  ・東日本大震災における学術の動向、内容等について把握し、そ
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の結果について必要な審議を行うために設置。 
●原子力利用の将来像についての検討委員会 

   ・原子力発電を含む原子力の平和利用に対する現在の考え方を
総括し、現代的課題について学術的観点から審議するために設
置。 

●学術復興の観点から国立大学の教育研究と国による支援のあり
方を考える検討委員会 
・内外の経済・産業・社会及び教育研究の動向がわが国の大学、
特に国立大学に及ぼす影響、国立大学が教育研究において果たす
べき役割、国立大学の運営及び国による支援のあり方を審議事項
として設置。平成 29年 6月 27日に提言「国立大学の教育研究
改革と国の支援―学術振興の基盤形成の観点から―」を公表。 
●学術研究推進のための研究資金制度のあり方に関する検討委員
会 
 ・目的・動機・主体から見た科学研究の構造及び研究資金の推移
と現状、研究成果の評価から見た研究資金制度がもつ課題、科学
研究に対する国・民間の資金投入のあり方を審議事項として設置。 

●防災減災・災害復興に関する学術連携委員会 
  ・平常時、緊急事態時における連携の在り方を審議事項として設

置。平成 28 年 4 月の熊本地震の発生を受けて計３回にわたる
公開シンポジウムを開催。更に「第１回防災推進国民会議」に参
加。 

 ●医学・医療領域におけるゲノムの編集のあり方検討委員会 
  ・ゲノム編集を実施する医学・医療領域における基礎研究・臨床

応用の現状及び問題点や今後の研究における基本的な考え方を
審議事項として設置。平成 29 年 4 月には、公開シンポジウム
「ヒト受精卵や配偶子のゲノム編集を考える」を開催。 

 ●安全保障と学術に関する検討委員会 
  ・安全保障にかかわる事項と学術の関係について、日本学術会議

がとるべき今日的な考え方に関する事項を審議するために設置。
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平成 29年 2月には、学術フォーラム「安全保障と学術の関係：
日本学術会議の立場」を開催。平成 29年 3月 24日に声明「軍
事的安全保障研究に関する声明」を公表。 

●大学教育の分野別質保証委員会 
 ・大学教育の分野別質保証に資するため、各分野の教育課程編成
上の参照基準を作成するとともに、関連する諸問題を審議するた
めに 22 期より継続して設置。質保証についても議論が行われ、
参照基準の派出分野は、平成29年 7月現在 25分野に及んでい
る。 

 
（６）分科会等 
  委員会には、以下のように下部組織を置くことができます。構成
員になれる者の範囲や手当や旅費の支給の有無は、組織によって
以下のように異なります。 
分科会等には、委員会と同様、委員長 1名（互選により選出）及

び副委員長 1 名、幹事 2 名（ともに委員長による指名）が置かれ
ます。 
 設置できる委員会等 構成員になれる者 手当・旅費の

支給 

分
科
会 

常置又は臨時の委員会
及び幹事会附置委員会 

会員又は連携会員 
※その分科会が置かれる委員 
会を構成する者以外でも可 

支給される 

小
分
科
会 

科学者委員会・国際委

員会及び幹事会附置委
員会の分科会 

会員又は連携会員 
※その小分科会が置かれる分科 
会を構成する者以外でも可 

支給される 

小
委
員
会 

常置又は臨時の委員会

の分科会 

会員又は連携会員以外の者

でも可 

支給されない 
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以下では、（５）委員会、（６）分科会等の委員として活動する際、
会員や連携会員が留意すべき点を記載します。 

 
◇ 委員会、分科会等の開催における留意点 ◇ 
・委員会、分科会等の開催回数は、予算等の関係上、１年に３回程度とな
ります。 

 
・ 次回会議開催の日程は、会議の際に決めて下さい。後日改めて決める
場合には、会議開催通知の事務手続がありますので、遅くとも１か月以
上の余裕をもって開催日時と議題等を事務局に御連絡願います。 

・委員の２分の１（定足数）以上の出席がなければ、委員会、分科会等は
成立しません。したがって、定足数を満たさない場合、手当や旅費の支
給ができません。 

 
・委員会、分科会等の幹事は、会議の記録を議事要旨（出席の委員、事務
局職員名の記載を含む）として残す必要があります。議事要旨は一定期
間事務局に保管されます。 

 
・日本学術会議の施設外で会議を実施する場合、施設内の会議と同様の効
力を持ちますが、その会議に事務局職員は原則として出席しません。そ
の場合、会議終了後速やかに委員の出席状況を事務局に連絡のうえ、議
事要旨及び配布資料を送付してください。 

 
・委員会、分科会等の地方（＝東京 23区外）での開催は、原則認められ
ていません。但し、①シンポジウム等との同時開催、②地方開催の方が
所要経費が少額、③手当・旅費が不要の場合等には、幹事会の承認を得
て認められる場合があります。 

 
・委員会、分科会等は、委員による自主的な運営が原則です。 

 
【補足①：メール審議について】 

 日本学術会議における各種会議の開催は、面談会議によることが原則ですが、
やむを得ない事情により時間的余裕が少ない場合や、審議時間を多く要しない
場合などは、「メール審議」を行うことができます。 
メール審議は、会議としての議決が必要な事項について、SCJ 掲示板（p33

「（２）SCJ 掲示板について」参照）における意見交換、質疑応答を経た上で、
電子メールによって議決を行うものです。メール審議も、会議の開催回数とし
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てカウントされますが、開催に係る手当等の支給はありません。 
 
【補足②：ビデオ会議について】 

遠隔地の会員や連携会員の審議の便を図るため、委員の一部がビデオ会議ソ
フト（Skype 等）を利用して遠隔地から参加する「ビデオ会議」を行うことが
できます。この場合、遠隔地からの参加者についても、開催に当たっての定足
数に含まれます（小委員会の場合を除き、手当の支払いの対象になる）。 
ビデオ会議を実施する場合は、その委員会、分科会等の招集者は、あらかじ

め事務局にその旨を申し出た上で、会議開催通知を発出します。実施に際して
は、事務局が必要な支援を行います。 

 
◇ ビデオ会議における留意点 ◇ 
・ビデオ会議の実施に際しては、機材等の準備・調整等の必要がありますので、
会議開催通知の発出前（開催日の２週間以上前）までに事務局に連絡してく
ださい。 

 
・安定的なシステム運用ができるかどうか、事前に、テストすることがありま
すが、御協力をお願いします。 

 
・資料については、あらかじめ、委員にメールで送付又は掲示板に掲載します。
そのため、会議資料とされる場合には、必ず、会議開催日の２日前までに、
電子メール又は郵便等で事務局に送付してください。 

 
・一部の委員のバージョンが古かったり、システムの設定が不適切なために、
会議全体のシステムが停止、遅延等の障害を起こし、審議に支障を来すこと
がありますので、御注意を願います。 

 

（７）地区会議 
  日本学術会議は、地域の科学者と意思疎通を図るとともに学術
の振興に寄与することを目的として、北海道、東北、関東、中部、
近畿、中国・四国、九州・沖縄の 7 つの地区会議を組織していま
す。これらの地区会議では、所属地区の会員及び連携会員が、関係
大学等の協力を得て、地域の求める情報に即したテーマを設定し
た学術講演会の開催や科学者との懇談会、地区会議ニュースの発
行などを行っています。 
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  会員や連携会員は、原則として勤務地がある地区（勤務地がない
場合は居住地がある地区）の地区会議に所属し、これらの活動に参
画します。 

   
【補足】所属する地区会議について 
 勤務地等の変更があった場合は、所属する地区会議は、自動的に変更さ
れます。 
なお、相当の理由がある場合には、科学者委員会と幹事会に諮った上で、

勤務地又は居住地がある地区以外に所属を変更することも可能です。変更
を希望する場合は、企画課広報係まで、ご連絡ください。 

 
（８）若手アカデミー 

若手科学者の連携を図り、その活動を通じて学術の振興に寄与す
ることを目的として、第 23期から新たに「若手アカデミー」を組
織し、若手科学者の視点からの提言等の表出、若手科学者間のネッ
トワークづくりの促進、国際交流などの活動を行います。 

23 期には特に、５つの分科会を設置し若手科学者の視点を生か
した議論を実施するとともに、若手科学者間でのネットワークの構
築に精力的に取り組みました。また、アジアの若手研究者の交流を
図る会議に参加、主催するなど、各国の若手科学者との積極的な連
携を行いました。 
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４．日本学術会議の活動 
  
以下では、日本学術会議の活動の概要と、それぞれに関わる会員や

連携会員の皆様の活動について、ご説明します。 
（１）政府・社会に対する提言等 

 政府や社会に対し、次代を展望した、科学者としての専門的かつ
信頼性のある見解を、提言等の形で提示する活動を行っています
（意思の表出）。提言等の取りまとめに向けて、各委員会、分科会
等において精力的な審議が行われています。 

  会員や連携会員は、各種委員会、分科会等に所属し、その審議に
参画します。 

   
第 23期では、例えば、課題別「オープンサイエンスの取組に関

する検討委員会」において、平成 28年 7月 6日に提言「オープン
イノベーションに資するオープンサイエンスのあり方に関する提
言」を公表しました。また、機能別「科学者委員会―男女共同参画
分科会」において、平成 27年 8月 6日に提言「科学者コミュニテ
ィにおける女性の参画を拡大する方策」を公表しました。更に、機
能別「科学者委員会」に置かれている「学術の大型研究計画検討分
科会」では、第 23期学術の大型研究計画に関するマスタープラン
（マスタープラン2017）を策定し平成 29年 2月 8日に公表しま
した。他にも、課題別「安全保障と学術に関する検討委員会」にお
いて検討し、平成29年 3月 24日に声明「軍事的安全保障研究に
関する声明」を公表しました。 

 
日本学術会議が表出する提言等には、以下のような種類がありま

す。 

１．政府等からの諮問、依頼を受けて表出するもの 
答申：政府からの日本学術会議法第 4 条各号に掲げる事項に関する諮問に

対し、意見を具申するもの 



１９ 
 

 
【補足１】「会長談話」及び「会長メッセージ」について 

これらの日本学術会議法や日本学術会議会則の規定に基づく「意思の表出」
とは別に、会長が、日本学術会議に関する重要事項について広く国民に対して
意見を表明する「日本学術会議会長談話」、主として会員や連携会員に対して
意見を表明する「日本学術会議会長メッセージ」があります。 

 
【補足２】「記録」について 

提言等以外に委員会、分科会における審議内容を公表する形式として、「記
録」があります。「記録」は日本学術会議としての意思の表出ではなく、当該
委員会、分科会における審議を記録に残すものです。分野別委員会及びその下
の分科会が作成する「記録」は関連する部の責任において、機能別委員会及び
課題別委員会が作成する「記録」は当該委員会の責任において、それぞれ承認
され、幹事会に報告された上で、外部に公表されるものとなります。 

 
提言等の表出に際しては、その内容の適切性や過去に日本学術会

議が出した提言等との整合性を確保するため、当該提言等の作成の
主体となった委員会等の委員以外の第三者による、「査読」を行い、
必要な改訂等を行った上で、最終的に幹事会における承認を得る必
要があります※。 

 
※ ただし、幹事会の全構成員が委員である課題別委員会、幹事会附置委員会
については、その委員会での承認を幹事会の承認に代えることができます。 

回答：関係機関からの審議依頼（日本学術会議法第４条の諮問を除く。）事
項に対し、日本学術会議が回答するもの 

２．日本学術会議の発意で表出するもの 
（日本学術会議法第 5条各号に掲げる事項について） 
勧告：政府に勧告するもの 
要望：日本学術会議が政府及び関係機関等に実現を望む意思表示をする 

もの  
声明：日本学術会議がその目的を遂行するために特に必要と考えられる事 

項について、意見等を発表するもの 
提言：部、委員会、分科会及び若手アカデミーが実現を望む意見等を発表 

するもの 
報告：部、委員会、分科会及び若手アカデミーの審議の結果を発表するもの 
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（参考）提案者と査読を行う組織の整理 

種類 表出主体 
提言等の提案者と査読を行う組織 

提案者 査読 

勧告、要

望、声明 

日本学術会

議 

部、委員会の長 

 

科学と社会委員会 

提言、報告 

部、委員会、

分科会 

部、課題別委員会、幹事会

附置委員会の長 

科学と社会委員会 

分野別委員会の長 部 

※分科会の提言、報告については、その分科会が置かれる委員会を承認を得て、
委員会の委員長が幹事会に提案します。 

 
（参考）査読の流れ（課題別委員会、幹事会附置委員会の場合の例） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
なお、事務局における確認作業において、エビデンス等について

本文中の記載の修正の必要が判明した場合には、作成者が必要な修
正を施すこととなっています（「日本学術会議の意思の表出におけ
る取扱要領」（平成 18年６月 22日幹事会決定））。 
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また、提言等（報告を除く。）の公表後は、１年以内に「インパ

クトレポート」（＝メディアや社会へのインパクトを記載したレポ
ート）を作成し、幹事会に提出していただく必要があります。 
 
以下では、委員会、分科会等が提言等の案を作成する際の留意点を

記載していますので、提言等の執筆に当たる際、参考にしてください。 
 ◇提言等の作成における留意点 ―会長メッセージ「提言等の円滑

な審議のために」（平成 26 年 5月 30 日） より一部抜粋― 
日本学術会議からの意思の表出（勧告、要望、声明、提言、報告、回答など。以

下「提言等」。）は、社会が抱える課題や、国民の福祉増進につながる科学振興に関
して、会員・連携会員が高い見識をもって審議にあたり、意見を集約して、政策等
に関する提言や国民に対するメッセージを発するものです。 
提言等は、幹事会附置委員会、機能別委員会、分野別委員会、課題別委員会、（な

いしはそれらの下に設置された分科会）における審議の中で、起草、修正、推敲を
経て取りまとめられ、提言等（案）として査読にかけられます。提言等を、政府・
社会・国民にその趣旨が的確に伝わるものに仕上げる上で、当該の提言等(案)の審
議・作成には直接係わらなかった会員・連携会員の中から選ばれる査読委員によっ
て第三者的立場から行われる査読は、極めて重要なステップです。査読委員等から
の指摘事項を踏まえて必要に応じた修正が施され、幹事会での審議の結果、承認さ
れたものが、学術会議からの意思の表出となります。 
（中略）以下に提言等を円滑に審議にかけるためのポイントをまとめましたの

で、提言等作成の際の参考としていただければ幸いです。 
 
★提言等作成上のポイント 
【 形式面 】 
○ 論理展開 
提言等においては、その背景にある現状や課題の説明が重要です。例えば、以下

のような議論の流れが想定されます。 
① どのような現状があるのか。 
② その現状の何が問題であり、その問題を看過した場合どのような事態が想定
されるか。  

③ 問題を解決するには具体的にどのようなことがなされるべきか。 
④ そのような解決策によってどのような効果が期待されるか、また、それによ
る負の影響はどうか。 

⑤ 提言：誰が何をするべきか。提言する対象を明確にし、具体的な提言内容を
記す。 
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○ 読みやすさ 
提言等が想定する読み手は、学術会議外の多くの方々です。本文は最大限でも 

２０ページを標準とした上で、適切な小見出しをつける、わかりやすい図を用い
る、文を短く完結させる、など文書としての読みやすさへの工夫が必要です。テー
マによっては専門的な用語等が頻出するものがありますが、用語解説を付加する
などによって、専門家でなくても理解できるよう、丁寧な説明が求められます。 
○ 要旨について 
忙しい読み手は要旨だけを読むことも想定されます。要旨は簡にして要を得た

ものでなければなりません。要旨の長さに決まりはありませんが、だいたい２ペー
ジ以内に収めるのが目安ではないかと思います。簡潔にすると同時に、要旨のみで
も独立した文章として読めることが必要です。 

 
○ 記述・主張を裏付けるデータ、出典、参考文献の明記 
例えば、「世界をリードしている」、「我が国では立ち遅れている」、「○○が増加

（減少）傾向にある」などの記述については、その根拠となるデータ等が求められ
ます。論拠となる出典を明示した evidence-based の立論であることが重要で
す。図表等を用いる場合において、出典がある場合は明記が必要です。 

 
○ 適切な引用等 
提言等の記述において他の文書からの文章表現を採り入れる場合には、適切な

引用を行うことが肝要です。いわゆる「コピペ」問題が世間を騒がしている中、万
が一にも学術会議からの文書に不適切な事例が発生するようなことがあれば、学
術会議への信頼が大きく毀損されることになります。 
たとえ自分が書いた既発表の文献でも、適切な引用を行うことはもとより、著作

権が当該学術誌や出版社に帰する場合には適切な著作権使用許諾を得る必要があ
ります。 
引用（他の文書からの文章表現を採り入れそのまま記載する事や、参考文献の内

容を要約して記載すること）のルールは分野等によって異なり、学術会議において
も統一のルールはありません。とはいえ、引用にあたっては、 
① 引用の必要性 
② 明瞭区分性（他の文書からの文章表現を採り入れそのまま記載する場合は
「 」でくくるなどにより、区分していること） 

③ 主従関係（量、質ともに他の文書からの文章表現が「従」の関係であること。 
④ 量については、各章において一つの論文からの文章表現が半分以下であるこ
と。） 

④ 出典・参考文献の明示 
の４点が原則としてすべて満たされていることが、著作権とこれに関わる最高裁
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判決等の観点から最低限必要です。また、参考文献の内容を要約して記載する場合
には、内容をゆがめないよう細心の配慮が必要です。 

 
【 内容面 】 
○学術会議から既出の提言等との関係 
提言等は学術会議として表出するものですから、扱っているテーマに関して過

去に表出したものとの関係性に留意する必要があります。単に既出の提言等を挙
げるだけではなく、それらの内容を踏まえ、それらと現状分析を土台とした新たな
議論を展開することが求められます。 

 
○ 利益誘導と誤解されることのないような配慮 
例えば、資金配分を必要とするような新たな施策を提案する場合、それが社会に

対してどのような意義をもつか等の説明が重要となります。科学者の利益誘導と
社会から誤解されないよう、読み手が納得する論拠に立った論旨、および提言内容
となっていることが必要です。特に、自分野の利益優先や特定の組織への利益誘導
と誤解を受けることのないよう、高い見識による提言等とすることが求められま
す。 

 
○ 委員会・分科会の設置趣旨と整合した提言等 
分野別委員会・分科会からの提言等の場合、当該委員会・分科会の設置趣旨に即

した審議に基づくものであることが求められます。当該分野からの提言として必
然性のある問題提起であることが明確に伝わることが必要です。例えば、研究振興
や人材育成などに関して、その委員会・分科会が扱う特定分野を遥かに超えるよう
な施策を議論するのであれば、課題別委員会を設置するなどして、学術会議として
の取組を議論する場を設けることが適切となります。 

 
（２）科学リテラシーの普及・啓発 

学術的な研究成果を国民に還元するための活動として、学術フ
ォーラムやシンポジウム、サイエンスカフェ等を開催しています。 

 
● 学術フォーラムは、国民の関心の高い問題を中心に、日本学術
会議が主催して年10回程度開催するものです。 

● シンポジウム等は、委員会や分科会が主体となって、学術研究
団体等と連携して、各種の学術上の課題について、積極的に開催
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するものです※１。 
● サイエンスカフェは、科学者と市民が、科学を話題に、リラッ
クスした雰囲気の中で気軽に討論することを狙いとしています。 

●  公益財団法人日本学術協力財団が発行する月刊誌『学術の動向』
に、編集協力しています。具体的には、広報委員会委員が内容の
企画を検討し、その企画に応じて会員及び連携会員が原稿の提供
を行っています※２。   

 
※１ 学術フォーラム以外のシンポジウム等の開催については、旅費や手当、
講師謝金の支給は認められていません。なお、共催団体等による実費支給は
可としています。 

※２ 会員や連携会員の皆様は、『学術の動向』の原稿の提供等にご協力をお
願いします。 

  
◇ シンポジウム等における留意点 ◇ 
・委員会、分科会（以下「委員会等」）のシンポジウム等の開催については、事前
に関係部の承認を得た上で、幹事会の承認を得る必要があります。したがって、
対外的な広報のため、ポスター等を日本学術会議のホームページに掲載するに
は、開催の２か月前の幹事会に間に合うように、事務局にプログラム等を御提出
いただく必要があります。 

 
・シンポジウム等を開催するには、主催する委員会等の委員の複数が、挨拶、講
演、報告などにより実際に参画している必要があります。また、一般に公開 さ
れ、参加費が無料 であることが原則となります。参加の資格要件がある場合や
参加費を徴収する場合等、国の機関が主催するにふさわしくない場合は、委員会
等が主催することはできません。 
なお、実質的には学協会が主催するものである場合は、主催者、講演内容等が

一定の基準を満たせば、日本学術会議が「後援」することができます。 
 
・会場は、日本学術会議の講堂や会議室等を使用できます。事務局は、シンポジウ
ム等の事務局としての業務や当日のお手伝いはできませんが、事前の必要な機
材の用意、会場の確保等についてはご相談ください。 

 
・土・日曜日及び祝日における、シンポジウム等のための日本学術会議講堂の使用
については、全体で年度内で 32回まで（学術フォーラムの回数を含む）という
制限があります。したがって、できるだけ、平日の開催や、外部の施設での開催
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をお願いします。 
 
・シンポジウムの開催後、その概要に係る報告を事務局に提出することとなってい
ますので、ご留意願います（概ね１か月後）。 

 
（３）科学者間ネットワークの構築 
 学術研究団体及びその連合体のうち、日本学術会議の活動に協力
することを申し出、科学者委員会並びに幹事会で承認されたものを
「日本学術会議協力学術研究団体」として指定し※、協力関係を構築
しています。 
※平成 29年７月現在、2016団体を指定。 

また、日本学術会議の活動は、首都圏など大都市圏に偏りがちです
が、日本各地の科学者との連携・協力を強化して、その役割の発信に
努める必要があることから、p16にあるように、全国を 7つの地区
に分けて「地区会議」を組織し、活動を行っています。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


